
平
成
九
年
政
令
第
八
十
七
号

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
施
行
令

内
閣
は
、
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
項
並
び
に
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
四
十
四
号
）
の
全
部

を
改
正
す
る
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
松
く
い
虫
及
び
特
定
せ
ん
孔
虫
以
外
の
森
林
病
害
虫
等
）

第
一
条
　
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
樹
木
に
付
着
し
て
そ
の
生
育
を
害
す
る
せ
ん
孔
虫
類

二
　
松
毛
虫

三
　
ま
つ
ば
の
た
ま
ば
え

四
　
す
ぎ
た
ま
ば
え

五
　
ま
い
ま
い
が

六
　
す
ぎ
は
だ
に

七
　
く
り
た
ま
ば
ち

八
　
の
ね
ず
み

九
　
か
ら
ま
つ
先
枯
病
菌

（
高
度
公
益
機
能
森
林
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
特
定
森
林
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
特
定
森
林
（
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
特
定
森
林
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一
　
土
地
に
関
す
る
災
害
の
防
止
、
水
源
の
か
ん
養
又
は
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
高
い
機
能
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

二
　
特
定
樹
種
以
外
の
樹
種
か
ら
な
る
森
林
へ
転
換
す
る
場
合
に
は
、
土
壌
の
性
質
、
樹
木
の
生
育
状
況
、
所
在
地
域
の
景
観
等
か
ら
み
て
、
当
該
特
定
森
林
の
現
に
有
す
る
前
号
に
掲
げ
る
機
能
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る

と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

（
国
庫
補
助
）

第
三
条
　
法
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
国
の
補
助
は
、
各
年
度
に
お
い
て
、
法
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
森
林
病
害
虫
等
の
駆
除
又
は
そ
の
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
必
要
な
措
置
（
法
第
三
条

第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用
、
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
森
林
害
虫
防
除
員
の
行
う
処
分
（
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
要
す
る
費
用
及
び
法
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
措
置
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
（
法
第
三
条
第

一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
森
林
害
虫
防
除
員
の
行
う
処
分
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
損
失
補
償
に
要
す
る
費
用
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

に
つ
い
て
行
う
。

一
　
農
林
水
産
大
臣
が
森
林
病
害
虫
等
の
種
類
、
防
除
措
置
の
内
容
等
を
考
慮
し
て
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
薬
剤
購
入
費
、
薬
剤
散
布
費
、
樹
木
の
焼
却
費
、
補
償
費
そ
の
他
の
経
費
の
額
（
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
分
担

金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
経
費
の
額
か
ら
分
担
金
の
額
を
控
除
し
た
額
）
の
二
分
の
一
（
法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
の
う
ち
当
該
森
林
病
害
虫
等
が
の
ね
ず
み
で
あ
る
も
の
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
北
海
道
以

外
の
地
域
に
あ
っ
て
は
三
分
の
一
、
北
海
道
に
あ
っ
て
は
八
分
の
三
）
に
相
当
す
る
額

二
　
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
事
務
費
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
森
林
病
害
虫
等
を
定
め
る
政
令
等
の
廃
止
）

第
二
条
　
次
に
掲
げ
る
政
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
森
林
病
害
虫
等
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
七
号
）

二
　
松
く
い
虫
被
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
二
年
政
令
第
百
号
）

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
森
林
害
虫
防
除
員
が
行
っ
た
立
入
検
査
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
の
国
の
補
助
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
政
令
第
四
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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